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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨材と、結合材であるガラス中に強化粒子であるムライト粒子が分散されたものであり
細孔を形成した状態で前記骨材同士を結合する複合結合材と、を含有する多孔質材料の製
造方法であって、
　強化粒子である前記ムライト粒子を、焼成により生成させ、
　強化粒子である前記ムライト粒子のアスペクト比の下限値が１．５であり、上限値が４
．７である、多孔質材料の製造方法。
【請求項２】
　骨材原料、複合結合材生成用原料、造孔材及びバインダを含有する成形原料を押出成形
して成形体を作製する成形工程と、
　前記成形体を不活性雰囲気にて焼成して多孔質材料を作製する焼成工程とを有し、
　強化粒子である前記ムライト粒子を、前記焼成工程における焼成により、前記成形体に
含まれる前記複合結合材生成用原料から生成させる請求項１に記載の多孔質材料の製造方
法。
【請求項３】
　前記複合結合材生成用原料が、３４．９質量％超、７１．８質量％未満の酸化アルミニ
ウム成分、２８．２質量％超、５２．０質量％未満の二酸化珪素成分、及び５．００質量
％超、１３．８質量％未満の酸化マグネシウム成分を含有するものである請求項２に記載
の多孔質材料の製造方法。
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【請求項４】
　前記酸化アルミニウム成分が酸化アルミニウムであり、当該酸化アルミニウムの平均粒
子径の下限値が２．５μｍであり、上限値が１５．０μｍである請求項３に記載の多孔質
材料の製造方法。
【請求項５】
　前記複合結合材生成用原料が、板状アルミナを含有し、当該板状アルミナのアスペクト
比の下限値が５であり、上限値が７０である請求項２～４のいずれかに記載の多孔質材料
の製造方法。
【請求項６】
　前記骨材原料が、炭化珪素及び窒化珪素の中の少なくとも一方を含有するものである請
求項２～５のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【請求項７】
　前記骨材原料の平均粒子径の下限値が５μｍであり、上限値が１００μｍである請求項
２～６のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【請求項８】
　前記焼成工程における焼成温度の下限値が１３００℃であり、上限値が１６００℃であ
る請求項２～７のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多孔質材料、ハニカム構造体及び多孔質材料の製造方法に関する。更に詳し
くは、耐熱衝撃性が高い多孔質材料及びハニカム構造体、並びにそのような多孔質材料を
製造することができる多孔質材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　炭化珪素粒子を酸化物相等で結合した多孔質材料は、耐熱衝撃性に優れるため、触媒担
体用材料、ＤＰＦ（ディーゼル・パティキュレート・フィルタ）用材料等として利用され
ている（例えば、特許文献１、２を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４１１１４３９号公報
【特許文献２】特許第４２２７３４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、触媒担体やＤＰＦは、サイズが大型化し、更にセル構造が複雑化してきている。
また、触媒担体やＤＰＦの使用環境が過酷になってきている。そのため、これらの用途に
用いられる多孔質材料は、さらなる耐熱衝撃性の向上が求められている。
【０００５】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、耐熱衝撃性が高い多孔
質材料及びハニカム構造体を提供するとともに、そのような多孔質材料を製造することが
できる多孔質材料の製造方法を提供することを主目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述の課題を解決するため、本発明は、以下の多孔質材料、ハニカム構造体及び多孔質
材料の製造方法を提供する。
【０００７】
［１］　骨材と、結合材であるガラス中に強化粒子であるムライト粒子が分散されたもの
であり細孔を形成した状態で前記骨材同士を結合する複合結合材と、を含有する多孔質材
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料の製造方法であって、強化粒子である前記ムライト粒子を、焼成により生成させ、強化
粒子である前記ムライト粒子のアスペクト比の下限値が１．５であり、上限値が４．７で
ある多孔質材料の製造方法。
【０００８】
［２］　骨材原料、複合結合材生成用原料、造孔材及びバインダを含有する成形原料を押
出成形して成形体を作製する成形工程と、前記成形体を不活性雰囲気にて焼成して多孔質
材料を作製する焼成工程とを有し、強化粒子である前記ムライト粒子を、前記焼成工程に
おける焼成により、前記成形体に含まれる前記複合結合材生成用原料から生成させる［１
］に記載の多孔質材料の製造方法。
【０００９】
［３］　前記複合結合材生成用原料が、３４．９質量％超、７１．８質量％未満の酸化ア
ルミニウム成分、２８．２質量％超、５２．０質量％未満の二酸化珪素成分、及び５．０
０質量％超、１３．８質量％未満の酸化マグネシウム成分を含有するものである［２］に
記載の多孔質材料の製造方法。
【００１０】
［４］　前記酸化アルミニウム成分が酸化アルミニウムであり、当該酸化アルミニウムの
平均粒子径の下限値が２．５μｍであり、上限値が１５．０μｍである［３］に記載の多
孔質材料の製造方法。
【００１１】
［５］　前記複合結合材生成用原料が、板状アルミナを含有し、当該板状アルミナのアス
ペクト比の下限値が５であり、上限値が７０である［２］～［４］のいずれかに記載の多
孔質材料の製造方法。
【００１２】
［６］　前記骨材原料が、炭化珪素及び窒化珪素の中の少なくとも一方を含有するもので
ある［２］～［５］のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【００１３】
［７］　前記骨材原料の平均粒子径の下限値が５μｍであり、上限値が１００μｍである
［２］～［６］のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【００１４】
［８］　前記焼成工程における焼成温度の下限値が１３００℃であり、上限値が１６００
℃である［２］～［７］のいずれかに記載の多孔質材料の製造方法。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の多孔質材料及びハニカム構造体は、従来の多孔質材料及びハニカム構造体に比
べて、耐熱衝撃性に優れる。本発明の多孔質材料の製造方法は、このような本発明の多孔
質材料を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の多孔質材料の一の実施形態の断面を拡大して示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、具体的に説明する。本発明は以下の実施の形態に
限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常の知識に基づ
いて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも本発明の範囲に入る
ことが理解されるべきである。
【００１９】
（１）多孔質材料：
　本発明の多孔質材料の一の実施形態は、図１に示されるように、骨材１と、「結合材３
であるガラス中に強化粒子２であるムライト粒子が分散されたものであり細孔４を形成し
た状態で上記骨材１同士を結合する複合結合材５」と、を含有するものである。図１は、
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本発明の多孔質材料の一の実施形態（多孔質材料１００）の断面を拡大して示す模式図で
ある。
【００２０】
　本発明の多孔質材料は、上記のような構成であるため、強度の絶対値が高く、且つ、「
強度／ヤング率比」の値が高いものである。そのため、本発明の多孔質材料は、耐熱衝撃
性に優れたものである。尚、「強度／ヤング率比」における「強度」は、曲げ強度のこと
である。本発明の多孔質材料においては、ムライト粒子が強化粒子として機能している。
例えば、多孔質材料に亀裂が生じたときに、ムライト粒子は、当該亀裂の進行を妨げるこ
とができる。結合材であるガラスには、ムライト粒子以外に、スピネル粒子やフォルステ
ライト粒子が含有され得る。しかし、スピネル粒子やフォルステライト粒子は、ムライト
粒子に比べて強度が低いため、強化粒子として機能し得ないものである。これに対し、ム
ライト粒子は、スピネル粒子やフォルステライト粒子に比べて、強度が高いため、多孔質
材料に生じた亀裂の進行を妨げることができ、強化粒子として機能するものである。また
、スピネル粒子やフォルステライト粒子は、熱膨張係数が高いため、結合材中に存在する
と多孔質材料全体の熱膨張係数が高くなり、多孔質材料の耐熱衝撃性が低下する。そのた
め、スピネル粒子やフォルステライト粒子は、強化粒子としては適しておらず、本発明の
多孔質材料には含まれていないことが好ましい。
【００２１】
　本発明の多孔質材料は、上記のように、骨材間に細孔が形成されるように、骨材同士が
複合結合材で結合されている。また、複合結合材は、結合材であるガラス中に、強化粒子
であるムライト粒子が分散されたものである。また、骨材の一部が結合材中に分散するよ
うな形態でも良い。また、多孔質材料中には、金属珪素が含有されていてもよいが、含有
されていない方がよい。骨材、複合結合材及び金属珪素の合計質量に対する金属珪素の質
量の比率は、１５質量％未満が好ましく、１０質量％以下が更に好ましく、２．５質量％
以下が特に好ましく、０質量％（含有されないこと）が最も好ましい。金属珪素の含有量
が１５質量％未満であることより、比熱容量が高く維持されるため、耐熱衝撃性が向上す
る。金属珪素の含有量が１５質量％以上であると、比熱容量が低くなり、耐熱衝撃性が低
下することがある。
【００２２】
　また、複合結合材は、結晶質成分が５０質量％以下であることが好ましい。つまり、複
合結合材は、非晶質成分（ガラス成分）が５０質量％以上であることが好ましい。複合結
合材中の非晶質成分（ガラス成分）は、Ｘ線回折データを解析して定量することができる
。具体的には、基準物質の量を変更しながら、基準物質の（１１０）面の回折ピーク高さ
と、ガラスを示すハローパターンの最大高さの比を算出し、検量線を作成する。そして、
測定対象のＸ線回折を行い、当該検量線により、測定対象に含有される非晶質成分（ガラ
ス成分）の定量を行う。また、測定対象に含有されるムライトの定量は、ムライトの（１
１０）面の回折ピーク高さと、ガラスを示すハローパターンの最大高さの比を算出し、検
量線を作成する。そして、測定対象のＸ線回折を行い、当該検量線により、測定対象に含
有されるムライトの定量を行う。測定は、多孔質材料を粉砕した粉末を測定試料とし、回
転対極型Ｘ線回折装置（理学電気社製、ＲＩＮＴ）を用いて行うことができる。基準物質
としては、複合結合材中に結晶質成分（ムライトを除く）として存在する物質が好ましく
、例えば、結晶相としてコージェライトが含有される場合には、コージェライトが好まし
い。
【００２３】
　本発明の多孔質材料において、ガラスは、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３及びＳｉＯ２を含有する
とともに、Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ及びＣａＯからなる群から選択される少なくとも一種を含有
するものであることが好ましい。さらに、ガラスは、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３及びＳｉＯ２を
含有するとともに、Ｎａ２Ｏ及びＣａＯからなる群から選択される少なくとも一種を含有
するものであることが更に好ましい。Ｎａ２Ｏ、Ｋ２Ｏ、ＣａＯをガラスに含ませる方法
としては、Ｎａ、Ｋ、Ｃａを含む化合物（例えば、Ｎａ２ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、ＣａＣＯ
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３）を原料に添加する方法を挙げることができる。また、ガラス原料として、Ｎａ、Ｋ、
Ｃａを含む原料を用いる方法を挙げることができる。また、成形体を焼成する際の、焼成
雰囲気に、Ｎａ、Ｋ、Ｃａを共存させる方法を挙げることができる。最終生成物中のＮａ

２Ｏ、Ｋ２Ｏ及びＣａＯのそれぞれの含有量は、添加物量や、原料中の濃度や、焼成雰囲
気中の濃度によってコントロールすることができる。
【００２４】
　本発明の多孔質材料は、ナトリウム（Ｎａ）を、酸化物換算質量で、多孔質材料全体に
対して０．４質量％未満含有してもよい。また、本発明の多孔質材料は、カリウム（Ｋ）
を、酸化物換算質量で、多孔質材料全体に対して０．４質量％未満含有してもよい。また
、本発明の多孔質材料は、カルシウム（Ｃａ）を、酸化物換算質量で、多孔質材料全体に
対して０．４質量％未満含有してもよい。ナトリウムの酸化物換算質量は、ナトリウムが
全てＮａ２Ｏとして存在していると仮定したときの当該Ｎａ２Ｏの質量である。カリウム
の酸化物換算質量は、カリウムが全てＫ２Ｏとして存在していると仮定したときの当該Ｋ

２Ｏの質量である。カルシウムの酸化物換算質量は、カルシウムが全てＣａＯとして存在
していると仮定したときの当該ＣａＯの質量である。ナトリウム、カリウム及びカルシウ
ムのそれぞれの含有量が、多孔質材料全体に対して０．４質量％未満であれば、多孔質材
料の特性は、これらの物質を含有することによっては影響を受けない。また、酸化物換算
で、２．０質量％未満のＦｅや０．４質量％未満のＴｉを含有しても良い。多孔質材料中
の、ナトリウム（Ｎａ）、カリウム（Ｋ）、カルシウム（Ｃａ）、鉄（Ｆｅ）及びチタン
（Ｔｉ）の含有量は、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ
）－ＡＥＳ（発光分光分析）法で測定した値である。
【００２５】
　本発明の多孔質材料において、骨材は、炭化珪素（ＳｉＣ）粒子及び窒化珪素（Ｓｉ３

Ｎ４）粒子の中の少なくとも一方を含有するものであることが好ましい。また、骨材は、
炭化珪素（ＳｉＣ）粒子又は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）粒子であることが好ましく、炭化珪
素（ＳｉＣ）粒子であることが更に好ましい。以下、骨材が炭化珪素粒子である場合の、
本発明の多孔質材料及びハニカム構造体の実施形態について説明するが、本発明の多孔質
材料及びハニカム構造体は、これに限定されるものではない。また、本発明の多孔質材料
及びハニカム構造体は、骨材が窒化珪素粒子の場合も、骨材が炭化珪素粒子の場合と同様
の条件であることが好ましい。
【００２６】
　本発明の多孔質材料は、気孔率の下限値が４０％であることが好ましく、５０％である
ことが更に好ましい。また、気孔率の上限値は、９０％であることが好ましく、７０％で
あることが更に好ましい。気孔率が４０％未満であると、圧力損失が大きくなることがあ
る。特に、気孔率が５０％以上であると、ＤＰＦ等に使用するのに好ましい、低い圧力損
失となる。また、気孔率が９０％を超えると、強度が低くなることがある。特に、気孔率
が７０％以下であると、ＤＰＦ等に使用するのに好ましい、高い強度となる。本明細書に
おいて、気孔率は、水銀圧入法（ＪＩＳ　Ｒ　１６５５準拠）による全細孔容積（単位：
ｃｍ３／ｇ）とアルキメデス法により測定した見掛け密度（単位：ｇ／ｃｍ３）から、算
出した値である。気孔率を算出する際には、「気孔率［％］＝全細孔容積／｛（１／見掛
け密度）＋全細孔容積｝×１００」という式を用いる。なお、気孔率は、例えば、多孔質
材料を製造する際に用いる造孔材の量や、焼結助剤量、焼成雰囲気などにより調整するこ
とができる。また、気孔率は、骨材と、複合結合材との比率によっても調整することがで
きる。
【００２７】
　本発明の多孔質材料は、平均細孔径の下限値が１０μｍであることが好ましく、１５μ
ｍであることが更に好ましい。また、平均細孔径の上限値は、４０μｍであることが好ま
しく、３０μｍであることが更に好ましく、２５μｍが最も好ましい。平均細孔径が１０
μｍ未満であると、圧力損失が大きくなることがある。平均細孔径が４０μｍを超えると
、本発明の多孔質材料をＤＰＦ等として用いたときに、排ガス中の粒子状物質の一部が捕
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集されずにＤＰＦ等を透過することがある。本明細書において、平均細孔径は、水銀圧入
法（ＪＩＳ　Ｒ　１６５５準拠）で測定した値である。
【００２８】
　本発明の多孔質材料は、細孔径１０μｍ未満の細孔が細孔全体の２０％以下であり、細
孔径４０μｍを超える細孔が細孔全体の１０％以下であることが好ましい。細孔径１０μ
ｍ未満の細孔が細孔全体の２０％を超えると、細孔径１０μｍ未満の細孔は触媒を担持す
る際に詰まり易いため、圧力損失が増大し易くなることがある。細孔径４０μｍを超える
細孔が細孔全体の１０％を超えると、細孔径４０μｍを超える細孔は粒子状物質が通過し
易いため、ＤＰＦ等のフィルター機能を十分に発揮し難くなることがある。
【００２９】
　骨材及び複合結合材の合計質量に対する、複合結合材の含有量の比率の下限値は、１２
質量％であることが好ましく、１７質量％であることが更に好ましく、２０質量％である
ことが特に好ましい。骨材及び複合結合材の合計質量に対する、複合結合材の含有量の比
率の上限値は、５０質量％であることが好ましく、４０質量％であることが更に好ましく
、３５質量％であることが特に好ましい。複合結合材の含有量が１２質量％未満であると
、曲げ強度が低くなり、更に「強度／ヤング率比」が低くなり、耐熱衝撃性が低下するこ
とがある。複合結合材の含有量が５０質量％を超えると、気孔率が小さくなることがある
。
【００３０】
　多孔質材料中の骨材の含有量は、以下のようにして求めることができる。骨材が炭化珪
素（炭化珪素粒子）の場合、化学分析（ＩＣＰ発光法）を行い、定量されたＣ（炭素）全
てが炭化珪素に起因するとして、炭化珪素量を算出する。骨材が窒化珪素（窒化珪素粒子
）の場合、「ＪＩＳ　Ｒ　１６０３に準拠する方法で定量した窒素（Ｎ）」全てが窒化珪
素に起因するとして、窒化珪素量を算出する。
【００３１】
　多孔質材料中の複合結合材の含有量は、以下のようにして求めた値である。複合結合材
中に金属珪素が含有されない場合には、骨材以外は全て複合結合材として、多孔質材料の
量から骨材の量を差し引いて、複合結合材の含有量を算出する。また、複合結合材中に金
属珪素が含有される場合には、以下のようにして複合結合材の含有量を求める。まず、化
学分析（ＩＣＰ発光法）により、Ｓｉ以外の成分の酸化物量を算出する。そして、化学分
析により定量されたＯ（酸素）量から、「Ｓｉ以外の成分の、酸化物」に含有される酸素
量を差し引き、残ったＯ（酸素）量は全てＳｉＯ２中のＯ（酸素）として、ＳｉＯ２量を
算出する。そして、化学分析で求めたＳｉ量から、ＳｉＯ２に含有されるＳｉを差し引い
て、残存したＳｉ量を、金属珪素量とする。そして、骨材（ＳｉＣ、Ｓｉ３Ｎ４）量と金
属珪素量の和を、多孔質材料全体の量から差し引いた値を、複合結合材の含有量とする。
【００３２】
　ムライト粒子の含有量の、骨材及び複合結合材の合計質量に対する比率の下限値は、０
．５質量％であることが好ましい。また、ムライト粒子の含有量の、骨材及び複合結合材
の合計質量に対する比率の上限値は、１５質量％であることが好ましい。そして、上記ム
ライト粒子の含有量の下限値は、０．９質量％であることが更に好ましい。また、上記ム
ライト粒子の含有量の上限値は８．０質量％であることが更に好ましく、４．５質量％で
あることが特に好ましい。ムライト粒子の、骨材及び複合結合材の合計質量に対する含有
率（以下、「ムライト粒子の含有率」ということがある。）が、０．５質量％未満である
と、強度／ヤング率比が低くなり、耐熱衝撃性が低下することがある。また、ムライト粒
子の含有率が、１５質量％を超えると、強度／ヤング率比が低くなり、耐熱衝撃性が低下
することがある。ムライト粒子は、複合結合材中に含有され、強化粒子として作用するも
のである。
【００３３】
　「ムライト粒子の含有率」は、Ｘ線回折分析によって得られた値に基づき求めた値であ
る。具体的には、ムライトの（１１０）面の回折ピーク高さと、ガラスを示すハローパタ
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ーンの最大高さの比を算出し、検量線を作成する。そして、測定対象のＸ線回折を行い、
当該検量線により、複合結合材に含有されるムライトの含有率を求める。測定は、多孔質
材料を粉砕した粉末を測定試料とし、回転対極型Ｘ線回折装置（理学電気社製、ＲＩＮＴ
）を用いて行うことができる。そして、複合結合材の量に、上記ムライトの含有率（複合
結合材中の含有率）を掛けて、ムライトの量（質量）を求める。そして、得られたムライ
トの量（質量）を、骨材及び複合結合材の合計質量で除算して、ムライト粒子の含有率を
求める。
【００３４】
　本発明の多孔質材料においては、骨材である炭化珪素粒子の平均粒子径の下限値が５μ
ｍであることが好ましく、１０μｍであることが更に好ましい。また、骨材である炭化珪
素粒子の平均粒子径の上限値は、１００μｍであることが好ましく、４０μｍであること
が更に好ましい。５μｍより小さいと、焼成収縮量が大きくなり、焼成体の気孔率が４０
％未満となることがある。また焼成体中の１０μｍ未満の細孔が細孔全体の２０％超とな
ることがある。１００μｍより大きいと、焼成体中の４０μｍを超える細孔が細孔全体の
１０％以上となることがある。さらに、ハニカム構造体を成形する場合には、口金の目詰
まりの原因となり成形不良を起こすことがある。本発明の多孔質材料においては、骨材で
ある炭化珪素の平均粒子径は、強化粒子であるムライト粒子の平均粒子径より大きい。ま
た、骨材である炭化珪素の平均粒子径は、強化粒子であるムライト粒子の平均粒子径の１
．５倍以上であることが好ましい。骨材である炭化珪素の平均粒子径の、強化粒子である
ムライト粒子の平均粒子径に対する倍率の上限値は、４０倍であることが好ましい。炭化
珪素の平均粒子径が、ムライト粒子の平均粒子径の１．５倍より小さいと、結合材との接
点が減少するため焼成不良を起こすことがある。そして、それによって曲げ強度が大きく
低下し、耐熱衝撃性が劣ることがある。
【００３５】
　本発明の多孔質材料においては、ムライト粒子のアスペクト比が１．５以上である。ム
ライト粒子のアスペクト比の下限値は、１．８であることが更に好ましく、２．１である
ことが特に好ましい。ムライト粒子のアスペクト比の上限値は、４．７であり、４．２で
あることが更に好ましい。アスペクト比が１．５未満であると、強化粒子として作用する
効果が低くなるために曲げ強度が低くなり、更に「曲げ強度／ヤング率比」が低くなり、
耐熱衝撃性が低下する。尚、アスペクト比が４．７を超える場合、ムライト粒子の形状は
、板状又は繊維状である。ムライト粒子のアスペクト比は、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）
を用いて測定した値である。具体的には、樹脂にて包含した本発明の多孔質材料をダイヤ
モンドスラリー等を用いて鏡面研磨したものを観察試料とし、この断面研磨面を３０００
倍の倍率で観察し、微構造写真を得る。得られた微構造写真中の全てのムライト粒子の長
径と短径を測定し、その比率「長径／短径」を算出し、微構造写真中のムライト粒子の個
数で平均した値を、ムライトのアスペクト比とする。
【００３６】
　本発明の多孔質材料においては、ムライト粒子の長径の下限値が０．５μｍであること
が好ましく、１．８μｍであることが更に好ましく、２．０μｍであることが特に好まし
い。ムライト粒子の長径の上限値は、３５μｍであることが好ましく、３０．１μｍであ
ることが更に好ましい。ムライト粒子の長径が０．５μｍ未満であると、強化粒子として
作用し難くなるために曲げ強度が低くなり、更に「強度／ヤング率比」が低くなり、耐熱
衝撃性が低下することがある。ムライト粒子の長径が３５μｍを超えると、強化粒子では
なく欠陥として作用し曲げ強度が低くなり、更に「強度／ヤング率比」が低くなり、耐熱
衝撃性が低下することがある。
【００３７】
　本発明の多孔質材料は、曲げ強度が６．５ＭＰａ以上であり、「曲げ強度（Ｐａ）／ヤ
ング率（Ｐａ）比」が１．４×１０－３以上であることが好ましい。そして、曲げ強度の
下限値が７．０ＭＰａであり、「曲げ強度（Ｐａ）／ヤング率（Ｐａ）比」の下限値が１
．５×１０－３であることが更に好ましい。また、曲げ強度の上限値が２５．０ＭＰａで
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あり、「曲げ強度（Ｐａ）／ヤング率（Ｐａ）比」の上限値が５．０×１０－３であるこ
とが更に好ましい。曲げ強度及び「曲げ強度（Ｐａ）／ヤング率（Ｐａ）比」を上記範囲
とすることにより、多孔質材料の耐熱衝撃性を向上させることができる。なお、曲げ強度
は高いほどよいが、本発明の構成上、５０ＭＰａ程度が上限となる。本明細書において、
曲げ強度は、ＪＩＳ　Ｒ１６０１に準拠した「曲げ試験」により測定した値である。また
、本明細書において、ヤング率は、上記「曲げ試験」で得た「応力－歪み曲線」より算出
した値である。
【００３８】
　本発明の多孔質材料は、４０～８００℃の熱膨張係数（線熱膨張係数）が、４．６×１
０－６／Ｋ以下であることが好ましい。そして、４０～８００℃の線熱膨張係数の下限値
が、２．０×１０－６／Ｋであることが好ましい。また、４０～８００℃の線熱膨張係数
の上限値が、３．９×１０－６／Ｋであることが更に好ましい。４．６×１０－６／Ｋよ
り大きいと、耐熱衝撃性が低下することがある。尚、線熱膨張係数は小さいに越したこと
はないが、本発明の構成上、２．０×１０－６／Ｋが下限となる。本明細書において、熱
膨張係数は、ＪＩＳ　Ｒ１６１８に準拠する方法で、測定した値である。
【００３９】
（２）ハニカム構造体：
　本発明のハニカム構造体は、上述した本発明の多孔質材料により構成され、「一方の端
面から他方の端面まで延びる複数のセル」を区画形成する隔壁、を備えたものである。上
記セルは、流体の流路となるものである。また、ハニカム構造体は、最外周に位置する外
周壁を有する構造であることが好ましい。隔壁の厚さの下限値は、３０μｍが好ましく、
５０μｍが更に好ましい。隔壁の厚さの上限値は、１０００μｍが好ましく、５００μｍ
が更に好ましく、３５０μｍが特に好ましい。セル密度の下限値は、１０セル／ｃｍ２が
好ましく、２０セル／ｃｍ２が更に好ましく、５０セル／ｃｍ２が特に好ましい。セル密
度の上限値は、２００セル／ｃｍ２が好ましく、１５０セル／ｃｍ２が更に好ましい。
【００４０】
　ハニカム構造体の形状としては、特に限定されず、円筒状、底面が多角形（三角形、四
角形、五角形、六角形等）の筒状等を挙げることができる。
【００４１】
　ハニカム構造体のセルの形状は、特に限定されない。例えば、セルの延びる方向に直交
する断面におけるセル形状としては、多角形（三角形、四角形、五角形、六角形、七角形
、八角形等）、円形、またはこれらの組み合わせ等を挙げることができる。
【００４２】
　ハニカム構造体の大きさは、用途に合わせて適宜決定することができる。本発明のハニ
カム構造体は、本発明の多孔質材料によって構成されているため、耐熱衝撃性に優れるも
のである。そのため、ハニカム構造体の大きさを大きくすることが可能である。そして、
ハニカム構造体の大きさの下限値としては、例えば、１０ｃｍ３程度とすることができる
。ハニカム構造体の大きさの上限値としては、例えば、２．０×１０４ｃｍ３程度とする
ことができる。
【００４３】
　本発明のハニカム構造体は、ＤＰＦや触媒担体として用いることができる。また、ＤＰ
Ｆに触媒を担持することも好ましい態様である。本発明のハニカム構造体をＤＰＦ等とし
て使用する場合には、以下のような構造であることが好ましい。すなわち、本発明のハニ
カム構造体は、一方の端面における所定のセルの開口部及び他方の端面における残余のセ
ルの開口部、に配設された目封止部を備えるものであることが好ましい。両端面において
、目封止部を有するセルと目封止部を有さないセルとが交互に配置され、市松模様が形成
されていることが好ましい。
【００４４】
　本発明のハニカム構造体の熱膨張係数（線熱膨張係数）の好ましい範囲は、上記本発明
の多孔質材料の熱膨張係数（線熱膨張係数）の好ましい範囲と同じである。そして、本発
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明のハニカム構造体の熱膨張係数（線熱膨張係数）は、以下の方法で測定した値である。
すなわち、ハニカム構造体から縦３セル×横３セル×長さ２０ｍｍの試験片を切り出し、
４０～８００℃のＡ軸方向（ハニカム構造体の流路に対して平行方向）の熱膨張係数を測
定した値である。
【００４５】
（３）多孔質材料（ハニカム構造体）の製造方法：
　本発明の多孔質材料の製造方法について、以下に説明する。以下に説明する多孔質材料
の製造方法は、多孔質材料によって構成される「ハニカム構造体」を製造する方法でもあ
る。
【００４６】
　本発明の多孔質材料の製造方法は、成形工程と焼成工程とを有するものである。成形工
程は、骨材原料、複合結合材生成用原料、造孔材及びバインダを含有する成形原料を押出
成形して成形体を作製する工程である。焼成工程は、成形体を不活性雰囲気にて１４００
～１５００℃で焼成して多孔質材料を作製する工程である。複合結合材生成用原料は、「
３４．９質量％超、７１．８質量％未満」の酸化アルミニウム成分、「２８．２質量％超
、５２．０質量％未満」の二酸化珪素成分、及び「５．００質量％超、１３．８質量％未
満」の酸化マグネシウム成分を含有するものである。
【００４７】
　以下、本発明の多孔質材料の製造方法を、工程毎に説明する。
【００４８】
　まず、骨材となる骨材原料と、焼成により複合結合材が生成する複合結合材生成用原料
粉末とを混合し、必要に応じて、バインダ、界面活性剤、造孔材、水等を添加して、成形
原料を作製する。骨材原料は、炭化珪素（ＳｉＣ）及び窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）の中の少
なくとも一方を含有するものであることが好ましい。複合結合材生成用原料は、焼成によ
り「強化粒子であるムライト粒子」及び「結合材であるガラス」が生成するものである。
上記のように、複合結合材生成用原料は、「３４．９質量％超、７１．８質量％未満」の
酸化アルミニウム（Ａｌ２Ｏ３）成分を含有することが好ましい。また、複合結合材生成
用原料は、「２８．２質量％超、５２．０質量％未満」の二酸化珪素（ＳｉＯ２）成分を
含有することが好ましい。また、複合結合材生成用原料は、「５．００質量％超、１３．
８質量％未満」の酸化マグネシウム（ＭｇＯ）成分を含有することが好ましい。複合結合
材生成用原料中の酸化アルミニウム成分、二酸化珪素成分及び酸化マグネシウム成分をこ
のような比率にすることにより、焼成により「強化粒子であるムライト粒子」及び「結合
材であるガラス」を生成させることが可能となる。酸化アルミニウム成分とは、酸化アル
ミニウム又は「水酸化アルミニウム、カオリン、ベーマイト、長石等の、アルミニウム及
び酸素を含有する原料中の、酸化アルミニウムの組成比となる「アルミニウム及び酸素」
」のことである。そして、「酸化アルミニウム成分の質量」とは、酸化アルミニウム成分
中のアルミニウムの酸化物換算質量（Ａｌ２Ｏ３の質量）のことである。酸化アルミニウ
ム成分が酸化アルミニウムである場合、平均粒子径の下限値は２．５μｍであることが好
ましく、平均粒子径の上限値は１５．０μｍであることが好ましい。また、上記酸化アル
ミニウムはα－アルミナであることが好ましい。二酸化珪素成分とは、二酸化珪素又は「
タルク、カオリン、長石等の、珪素及び酸素を含有する原料中の、二酸化珪素の組成比と
なる「珪素及び酸素」」のことである。酸化マグネシウム成分とは、酸化マグネシウム又
は「水酸化マグネシウム、タルク等の、マグネシウム及び酸素を含有する原料中の、酸化
マグネシウムの組成比となる「マグネシウム及び酸素」」のことである。また、複合結合
材生成用原料粉末には、アルミニウム成分の原料（アルミニウム（Ａｌ）源）として、Ａ
ｌ－Ｓｉファイバー、Ａｌ２Ｏ３ファイバー、板状アルミナ、粗粒Ａｌ２Ｏ３、カオリン
等が含有されていることが好ましい。Ａｌ－Ｓｉファイバーは、二酸化珪素成分の原料で
もある。このとき、板状アルミナの長径の下限値が０．５μｍであることが好ましい。ま
た、板状アルミナの長径の上限値は１５μｍであることが好ましい。また、板状アルミナ
の短径（厚さ）の下限値が０．０１μｍであることが好ましい。また、板状アルミナの短
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径（厚さ）の上限値が１μｍであることが好ましい。また、板状アルミナの幅の下限値が
０．０５μｍであることが好ましい。また、板状アルミナの幅の上限値が７０μｍである
ことが好ましい。また、板状アルミナのアスペクト比の下限値が、５であることが好まし
い。また、板状アルミナのアスペクト比の上限値が、７０であることが好ましい。また、
アルミナファイバーは、長さが２００μｍ以下であることが好ましい。また、アルミナフ
ァイバーは、短径が３μｍ以下であることが好ましい。また、アルミナファイバーは、ア
スペクト比が、３以上であることが好ましい。粗粒Ａｌ２Ｏ３の平均粒子径は、２．５～
１５μｍが好ましい。また、マグネシウム（Ｍｇ）成分の原料（マグネシウム（Ｍｇ）源
）としては、ＭｇＯ又はＭｇ（ＯＨ）２が好ましい。また、Ｓｉ（珪素）成分の原料（珪
素（Ｓｉ）源）としては、カオリン、粉末シリカ、及びコロイダルシリカが好ましい。「
短径」及び「長径」は、ＳＥＭで観察し得た原料粉末の画像から、長径、短径を測定した
値である。更に具体的には、ＳＥＭによって、１５００倍視野の画像（原料の画像）を３
視野観察する。各視野の観察においては、それぞれの視野に含まれている全ての粒子を観
察の対象とする。そして、３つの視野における全ての粒子の短径及び長径について、３視
野分全体で平均して、「短径」及び「長径」を求める。平均粒子径はレーザー回折法で測
定した値である。
【００４９】
　骨材原料は、炭化珪素（ＳｉＣ）粉末又は窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）粉末であることが更
に好ましい。骨材原料の平均粒子径の下限値は、５μｍが好ましく、１０μｍが更に好ま
しい。骨材原料の平均粒子径の上限値は、１００μｍが好ましく、４０μｍが更に好まし
い。平均粒子径はレーザー回折法で測定した値である。
【００５０】
　バインダとしては、メチルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキ
シエチルセルロース、カルボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール等の有機バイ
ンダを挙げることができる。これらの中でも、メチルセルロースとヒドロキシプロポキシ
ルセルロースとを併用することが好ましい。バインダの含有量は、成形原料全体に対して
２～１０質量％であることが好ましい。
【００５１】
　界面活性剤としては、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコー
ル等を用いることができる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合
わせて使用してもよい。界面活性剤の含有量は、成形原料全体に対して２質量％以下であ
ることが好ましい。
【００５２】
　造孔材としては、焼成後に気孔となるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、グラファイト、澱粉、発泡樹脂、吸水性樹脂、シリカゲル等を挙げることができる。
造孔材の含有量は、成形原料全体に対して１０質量％以下であることが好ましい。造孔材
の平均粒子径の下限値は１０μｍであることが好ましい。また、造孔材の平均粒子径の上
限値は３０μｍであることが好ましい。１０μｍより小さいと、気孔を十分形成できない
ことがある。３０μｍより大きいと、成形時に口金に詰まることがある。造孔材の平均粒
子径はレーザー回折方法で測定した値である。尚、造孔材が吸水性樹脂の場合、平均粒子
径は、吸水後の値である。
【００５３】
　水の含有量は、成形しやすい坏土硬度となるように適宜調整されるが、成形原料全体に
対して２０～８０質量％であることが好ましい。
【００５４】
　次に、成形原料を混練して坏土を形成する。成形原料を混練して坏土を形成する方法と
しては特に制限はなく、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる方法を挙げることがで
きる。
【００５５】
　次に、坏土を押出成形してハニカム成形体（成形体）を形成する（成形工程）。尚、坏
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土も成形原料の概念に含まれる。押出成形には、所望の全体形状、セル形状、隔壁厚さ、
セル密度等を有する口金を用いることが好ましい。口金の材質としては、摩耗し難い超硬
合金が好ましい。ハニカム成形体は、流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質
の隔壁と最外周に位置する外周壁とを有する構造である。ハニカム成形体の隔壁厚さ、セ
ル密度、外周壁の厚さ等は、乾燥、焼成における収縮を考慮し、作製しようとするハニカ
ム構造体の構造に合わせて適宜決定することができる。このように、骨材原料、複合結合
材生成用原料、造孔材及びバインダを含有する成形原料を押出成形して成形体を作製する
工程が成形工程である。
【００５６】
　こうして得られたハニカム成形体について、焼成前に乾燥を行うことが好ましい。乾燥
の方法は特に限定されず、例えば、マイクロ波加熱乾燥、高周波誘電加熱乾燥等の電磁波
加熱方式と、熱風乾燥、過熱水蒸気乾燥等の外部加熱方式とを挙げることができる。これ
らの中でも、成形体全体を迅速かつ均一に、クラックが生じないように乾燥することがで
きる点で、電磁波加熱方式で一定量の水分を乾燥させた後、残りの水分を外部加熱方式に
より乾燥させることが好ましい。乾燥の条件として、電磁波加熱方式にて、乾燥前の水分
量に対して、３０～９９質量％の水分を除いた後、外部加熱方式にて、３質量％以下の水
分にすることが好ましい。電磁波加熱方式としては、誘電加熱乾燥が好ましく、外部加熱
方式としては、熱風乾燥が好ましい。
【００５７】
　次に、ハニカム成形体のセルの延びる方向における長さが、所望の長さではない場合は
、両端面（両端部）を切断して所望の長さとすることが好ましい。切断方法は特に限定さ
れないが、丸鋸切断機等を用いる方法を挙げることができる。
【００５８】
　次に、ハニカム成形体（成形体）を焼成して、ハニカム構造体（多孔質材料）を作製す
る（焼成工程）。焼成の前に、バインダ等を除去するため、仮焼を行うことが好ましい。
仮焼は、大気雰囲気において、２００～６００℃で、０．５～２０時間行うことが好まし
い。焼成は、窒素、アルゴン等の非酸化雰囲気（不活性雰囲気）下（酸素分圧は１０－４

気圧以下）で行うことが好ましい。焼成温度の下限値は１３００℃であることが好ましい
。焼成温度の上限値は１６００℃であることが好ましい。また、焼成温度は、１４００～
１５００℃であることが好ましい。焼成時の圧力は常圧であることが好ましい。焼成時間
の下限値は、１時間であることが好ましい。焼成時間の上限値は、２０時間であることが
好ましい。このように、成形体を不活性雰囲気にて所定温度で焼成して多孔質材料を作製
する工程が焼成工程である。また、焼成後、耐久性向上のために、大気中（水蒸気を含ん
でいてもよい）で、酸化処理を行ってもよい。酸化処理の温度の下限値は１１００℃であ
ることが好ましい。酸化処理の温度の上限値は１４００℃であることが好ましい。酸化処
理の時間の下限値は、１時間であることが好ましい。酸化処理の時間の上限値は、２０時
間であることが好ましい。なお、仮焼及び焼成は、例えば、電気炉、ガス炉等を用いて行
うことができる。
【００５９】
［１］　骨材と、結合材であるガラス中に強化粒子であるムライト粒子が分散されたもの
であり細孔を形成した状態で前記骨材同士を結合する複合結合材と、を含有する多孔質材
料であって、前記ガラスが、ＭｇＯ、Ａｌ２Ｏ３及びＳｉＯ２を含有するとともに、Ｎａ

２Ｏ、Ｋ２Ｏ及びＣａＯからなる群から選択される少なくとも一種の酸化物を、それら各
酸化物につき、前記多孔質材料全体に対して０．４質量％未満（ただし、０質量％は除く
。）含有する多孔質材料。
【００６０】
［２］　前記骨材及び前記複合結合材の合計質量に対する、前記複合結合材の含有量の比
率の下限値が１２質量％であり、前記複合結合材の含有量の比率の上限値が５０質量％で
ある［１］に記載の多孔質材料。
【００６１】
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［３］　前記骨材及び前記複合結合材の合計質量に対する、前記ムライト粒子の含有量の
比率の下限値が０．５質量％であり、前記ムライト粒子の含有量の比率の上限値が１５質
量％である［１］又は［２］に記載の多孔質材料。
【００６２】
［４］　強化粒子である前記ムライト粒子の長径の下限値が０．５μｍであり、前記ムラ
イト粒子の長径の上限値が３５μｍである［１］～［３］のいずれかに記載の多孔質材料
。
【００６３】
［５］　前記骨材が、炭化珪素（ＳｉＣ）粒子及び窒化珪素（Ｓｉ３Ｎ４）粒子の中の少
なくとも一方を含有するものである［１］～［４］のいずれかに記載の多孔質材料。
【００６４】
［６］　気孔率の下限値が４０％であり、気孔率の上限値が９０％である［１］～［５］
のいずれかに記載の多孔質材料。
【００６５】
［７］　細孔径１０μｍ未満の細孔が細孔全体の２０％以下であり、細孔径４０μｍを超
える細孔が細孔全体の１０％以下である［１］～［６］のいずれかに記載の多孔質材料。
【００６６】
［８］　曲げ強度が６．５ＭＰａ以上であり、曲げ強度／ヤング率比が１．４×１０－３

以上である［１］～［７］のいずれかに記載の多孔質材料。
【００６７】
［９］　熱膨張係数が４．６×１０－６／Ｋ以下である［１］～［８］のいずれかに記載
の多孔質材料。
【００６８】
［１０］　［１］～［９］のいずれかに記載の多孔質材料により構成され、一方の端面か
ら他方の端面まで延びる複数のセルを区画形成する、隔壁を備えたハニカム構造体。
【００６９】
［１１］　前記一方の端面における所定の前記セルの開口部及び前記他方の端面における
残余の前記セルの開口部、に配設された目封止部を備える［１０］に記載のハニカム構造
体。
【実施例】
【００７０】
　以下、本発明を実施例によって更に具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って何ら限定されるものではない。
【００７１】
（実施例１）
　炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と複合結合材生成用原料粉末とを、９５．０：５．０（質量比
）の比率で混合して「混合粉末」を作製した。複合結合材生成用原料粉末としては、水酸
化アルミニウムを４８．８質量％、タルクを３１．３質量％、シリカを２０．０質量％含
有する粉末を用いた。複合結合材生成用原料（結合材生成用原料）の組成及び各成分につ
いて、表３に示す。複合結合材生成用原料（粉末）中の酸化アルミニウム成分の含有率は
、３９．０質量％であった。また、複合結合材生成用原料（粉末）中の二酸化珪素成分の
含有率は、４８．７質量％であった。また、複合結合材生成用原料（粉末）中の酸化マグ
ネシウム成分の含有率は、１２．２質量％であった。そして、上記「混合粉末」に、バイ
ンダとしてヒドロキシプロピルメチルセルロース、造孔材としてデンプン、吸水性樹脂を
添加すると共に、水を添加して成形原料とした。バインダの含有量は混合粉末を１００質
量部としたときに、７質量部であった。造孔材の含有量は混合粉末を１００質量部とした
ときに、１２質量部であった。水の含有量は混合粉末を１００質量部としたときに、７０
質量部であった。炭化珪素粉末の平均粒子径は２２．０μｍであった。また、造孔材の平
均粒子径は、２０μｍであった。なお、炭化珪素粉末及び造孔材の平均粒子径は、レーザ
ー回折法で測定した値である。
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【００７２】
　次に、成形原料を混練し、土練して円柱状の坏土を作製した。そして、得られた円柱状
の坏土を押出成形機を用いてハニカム形状に成形し、ハニカム成形体を得た。得られたハ
ニカム成形体を誘電加熱乾燥した後、熱風乾燥機を用いて１２０℃で２時間乾燥し、ハニ
カム乾燥体を得た。
【００７３】
　得られたハニカム乾燥体を、大気雰囲気にて５５０℃で３時間かけて脱脂し、その後、
Ａｒ不活性雰囲気にて約１４５０℃で２時間焼成してハニカム焼成体を得た。そして、得
られたハニカム焼成体を、１２００℃で４時間、酸化処理を行ってハニカム構造の多孔質
材料（ハニカム構造体）を得た。
【００７４】
　このときのハニカム構造体の、隔壁の厚さは３００μｍであり、セル密度は４６．５（
セル／ｃｍ２）であった。また、ハニカム構造体の外周壁の厚さは、１．０ｍｍであった
。外周壁は、隔壁とともに、上記焼成によって形成されたものである。また、ハニカム構
造体の底面は一辺が３５ｍｍの四角形であり、ハニカム構造体のセルの延びる方向におけ
る長さは５０ｍｍであった。
【００７５】
　ハニカム構造体（多孔質材料）の、炭化珪素（又は、窒化珪素）、ムライト及びガラス
の同定を行った。炭化珪素（又は、窒化珪素）、ムライト及びガラスの同定は、粉末Ｘ線
回折による構成相の同定とともに、ＥＰＭＡによる定性・定量分析及び元素マッピングの
結果に基づいて行った。これにより、ハニカム構造体は、炭化珪素（又は、窒化珪素）、
ムライト及びガラスを含むことが確認された。ガラス成分については、表２に示す。表２
において、「ＣａＯ含有率」及び「Ｎａ２Ｏ含有率」は、「ＣａＯ」及び「Ｎａ２Ｏ」の
それぞれの、多孔質材料全体における含有率を示す。
【００７６】
　ムライト粒子のアスペクト比は３．４であった。また、ムライト粒子の長径の長さは２
．３μｍであった。また、「ムライトの含有率」は１．０質量％であった。そして、多孔
質材料中の複合結合材の含有量は５．０質量％であった。ムライト粒子の長径及びアスペ
クト比は、以下の方法で測定した。また、ムライト粒子の含有率は、後述する方法で測定
した。また、得られた多孔質材料中の金属珪素の含有率は、０．００質量％であり、金属
珪素は含まれていなかった。
【００７７】
　得られたハニカム構造の多孔質材料（ハニカム構造体）の気孔率は６５．０％であり、
平均細孔径は１８．０μｍであった。また、「１０μｍ以下の細孔容積率」は１６．５％
であった。また、「４０μｍ以下の細孔容積率」は４．８％であった。また、ハニカム構
造体の曲げ強度は３．１ＭＰａであり、ヤング率は１．６ＧＰａであり、「強度／ヤング
率比」は、１．９×１０－３であった。尚、「強度／ヤング率比」の「強度」は、「曲げ
強度」である。また、ハニカム構造体の熱膨張係数（４０－８００℃）は４．６ｐｐｍ・
Ｋ－１であった。また、ハニカム構造体の比熱容量は、２．２０Ｊ／（ｃｍ３・Ｋ）であ
った。得られた結果を表１に示す。なお、各測定値は、以下に示す方法によって求めた値
である。
【００７８】
　表１において、「結合材」の欄は、炭化珪素粒子及び複合結合材の合計質量に対する、
複合結合材の「各成分及び合計」の質量比率（質量％）を示す。尚、各表においては、「
複合結合材」を単に「結合材」と表示している。また、金属珪素の欄は、炭化珪素粒子、
複合結合材及び金属珪素の合計質量に対する、金属珪素の含有率を示す。また、「ムライ
トのアスペクト比」の欄は、「多孔質材料中のムライト粒子」のアスペクト比を示す。ま
た、「ムライトの長径」の欄は、「多孔質材料中のムライト粒子」の長径を示す。また、
「気孔率」及び「平均細孔径」の欄は、多孔質材料の気孔率及び平均細孔径を示す。また
、「１０μｍ以下の細孔容積率」及び「４０μｍ以上の細孔容積率」の欄は、多孔質材料
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の、それぞれの細孔容積率を示す。また、「曲げ強度」、「ヤング率」及び「熱膨張係数
」の欄は、多孔質材料の曲げ強度、ヤング率及び熱膨張係数を示す。また、「強度／ヤン
グ率比」の欄は、曲げ強度（Ｐａ）をヤング率（Ｐａ）で除した値を示す。また、「比熱
容量」の欄は、室温での、多孔質材料の比熱容量を示す。
【００７９】
　また、表１において、「総合評価」の欄は、Ａ～Ｃが合格、Ｄが不合格であることを示
す。また、Ａ～Ｃの中では、「Ａ」が最も耐熱衝撃性に優れていることを示す。また、「
Ｂ」が「Ａ」の次に耐熱衝撃性に優れていることを示し、「Ｃ」が「Ｂ」の次に耐熱衝撃
性に優れていることを示す。尚、「Ｄ」は、耐熱衝撃性に劣ることを示す。総合評価Ａの
条件は、曲げ強度１０ＭＰａ以上、熱膨張係数４．６ｐｐｍ／Ｋ以下、「強度／ヤング率
比」１．６以上、及び比熱容量が２．０５Ｊ／（ｃｍ３・Ｋ）以上の全ての条件を満たし
ていることである。また、総合評価Ｂの条件は、曲げ強度５．０ＭＰａ以上、熱膨張係数
４．６ｐｐｍ／Ｋ以下、「強度／ヤング率比」１．６以上、及び比熱容量が２．０５Ｊ／
（ｃｍ３・Ｋ）以上の全ての条件を満たしていることである。また、総合評価Ｃの条件は
、曲げ強度３ＭＰａ超、熱膨張係数４．６ｐｐｍ／Ｋ以下、及び比熱容量が２．０５Ｊ／
（ｃｍ３・Ｋ）以上の全ての条件を満たしていることである。また、総合評価Ｄの条件は
、曲げ強度３ＭＰａ以下、熱膨張係数４．６ｐｐｍ／Ｋ超の中の、少なくとも一つの要件
を満たしていることである。
【００８０】
（骨材及び複合結合材の含有量）
　骨材が炭化珪素の場合、化学分析（ＩＣＰ発光法）を行い、定量されたＣ（炭素）全て
が炭化珪素に起因するとして、炭化珪素量を算出する。骨材が窒化珪素の場合、「ＪＩＳ
　Ｒ　１６０３に準拠する方法で定量した窒素（Ｎ）」全てが窒化珪素に起因するとして
、窒化珪素量を算出する。そして、複合結合材中に金属珪素が含有されない場合、骨材以
外は全て複合結合材として、複合結合材の含有量を算出する。また、複合結合材中に金属
珪素が含有される場合には以下のようにして複合結合材の含有量を求める。まず、Ｓｉ以
外の成分の酸化物量を算出する。そして、化学分析により定量されたＯ（酸素）量から、
Ｓｉ以外の成分の酸化物に含有される酸素量を差し引き、残ったＯ（酸素）量は全てＳｉ
Ｏ２中のＯ（酸素）としてＳｉＯ２量を算出する。そして、化学分析で求めたＳｉ量から
、ＳｉＯ２に含有されるＳｉを差し引いて、残存したＳｉ量を金属珪素量とする。そして
、骨材（ＳｉＣ、Ｓｉ３Ｎ４）量と金属珪素量の和を、多孔質材料全体の量から差し引い
た値が、複合結合材の含有量である。
【００８１】
（複合結合材中の各成分の質量比率）
　多孔質材料（ハニカム構造体）における、複合結合材（ガラス、ムライト粒子、結晶質
成分）中の各成分の質量比率は以下のようにして求める。まず、ガラスとムライトを含み
、ガラスの量に対するムライトの量を変更した「複数の粉末サンプル」を作製する。そし
て、ガラスとコージェライト（基準物質）を含み、ガラスの量に対するコージェライトの
量を変更した「複数の粉末サンプル」を作製する。作製したそれぞれのサンプルについて
Ｘ線回折測定を行なう。得られたＸ線回折パターンより、ガラスを示すハローパターンの
最大高さとムライトの（１１０）面の回折ピーク高さの比を算出して、検量線とする。そ
して、ガラスを示すハローパターンの最大高さとコージェライトの（１００）面の回折ピ
ーク高さの比を算出し、検量線とする。そして、各実施例、比較例のサンプルのＸ線回折
測定を行ない、上記検量線を用いて、複合結合材中の各成分の比率を算出する。そして、
多孔質材料中の結合材量を、各成分の比率で各成分に分配し、各成分の質量比率を算出す
る。Ｘ線回折装置としては、回転対陰極型Ｘ線回折装置（理学電機製、ＲＩＮＴ）を用い
る。Ｘ線回折測定の条件は、ＣｕＫα線源、５０ｋＶ、３００ｍＡ、２θ＝１０～６０°
とする。Ｘ線回折データの解析は、ＭＤＩ社製の「Ｘ線データ解析ソフトＪＡＤＥ７」を
用いて行った。
【００８２】
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（金属珪素の質量比率）
　多孔質材料（ハニカム構造体）における、金属珪素の含有量は、ＩＣＰ（Ｉｎｄｕｃｔ
ｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａｓｍａ）－ＡＥＳ（発光分光分析）法により求める
。具体的には、ＩＣＰ－ＡＥＳ法で測定したＳｉ、Ｃ、Ｏから、ＳｉＣとＳｉＯ２量を同
定し、残りのＳｉ量を求め、金属珪素の含有量とする。
【００８３】
（ガラス中の各成分）
　ガラス中の各成分（ガラスを構成する成分）は、化学分析（ＩＣＰ発光法）により検出
する。表２に、ガラス中の各成分の名称と、ガラス中の成分の中の、ＣａＯ及びＮａ２Ｏ
の含有率を示している。
【００８４】
（ムライト粒子のアスペクト比）
　ムライト粒子のアスペクト比（ムライトのアスペクト比）は、ＳＥＭ（走査型電子顕微
鏡）を用いて測定する。具体的には、樹脂にて包含した多孔質材料の断面をダイヤモンド
スラリーを用いて鏡面研磨したものを観察試料とする。そして、観察試料の断面研磨面を
３０００倍の倍率で観察し、微構造写真を得る。得られた微構造写真中の全てのムライト
粒子の長径と短径を測定し、その比率「長径／短径」を算出し、微構造写真中のムライト
粒子の個数で平均した値を、ムライトのアスペクト比とする。
【００８５】
（ムライト粒子の長径）
　ムライト粒子の長径は、ＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）を用いて測定する。具体的には、
樹脂にて包含した多孔質材料の断面をダイヤモンドスラリーを用いて鏡面研磨したものを
観察試料とする。そして、観察試料の断面研磨面を３０００倍の倍率で観察し、微構造写
真を得る。得られた微構造写真中の全てのムライト粒子の長径を測定し、微構造写真中の
ムライト粒子の個数で平均した値を、ムライト粒子の長径（ムライトの長径）とする。
【００８６】
（気孔率）
　気孔率は、水銀圧入法（ＪＩＳ　Ｒ　１６５５準拠）による全細孔容積［ｃｍ３／ｇ］
と、アルキメデス法により測定した見掛密度［ｇ／ｃｍ３］から算出する。気孔率の算出
に際しては、「開気孔率（％）＝１００×全細孔容積／｛（１／見掛密度）＋全細孔容積
｝」の式を用いる。「全細孔容積」の測定（水銀圧入法）には、ハニカム構造体から「縦
３セル×横３セル×長さ２０ｍｍ」の大きさに切り出した試験片を用いる。また、見掛密
度の測定（アルキメデス法）には、「２０ｍｍ×２０ｍｍ×０．３ｍｍ」の大きさ（ほぼ
、２０ｍｍ×２０ｍｍの大きさの１枚の隔壁）に切り出した試験片を用いる。
【００８７】
（平均細孔径）
　ハニカム構造体から、「縦３セル×横３セル×長さ２０ｍｍ」の大きさの試験片を切り
出し、水銀圧入法（ＪＩＳ　Ｒ　１６５５準拠）により測定する。
【００８８】
（細孔容積率）
　「１０μｍ以下の細孔容積率」及び「４０μｍ以上の細孔容積率」は、以下のようにし
て測定する。上記「平均細孔径」の場合と同様の試験片を用いて、水銀圧入法（ＪＩＳ　
Ｒ　１６５５準拠）により全細孔容積、細孔径が４０μｍ以上である細孔の細孔容積、細
孔径が１０μｍ以下である細孔の細孔容積を測定する。そして、「１０μｍ以下の細孔容
積率」は１０μｍ以下の細孔容積／全細孔容積、「４０μｍ以上の細孔容積率」は４０μ
ｍ以上の細孔容積／全細孔容積の式で算出する。
【００８９】
（曲げ強度（強度））
　ハニカム構造体をセルが貫通する方向を長手方向とした試験片（縦０．３ｍｍ×横４ｍ
ｍ×長さ４０ｍｍ）に加工し、ＪＩＳ　Ｒ１６０１に準拠した曲げ試験により曲げ強度を
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算出する。
【００９０】
（ヤング率）
　上記「曲げ強度」の測定方法により「応力－歪曲線」を作成し、当該「応力－歪曲線」
の傾きを算出する。得られた「応力－歪曲線の傾き」をヤング率とする。
【００９１】
（熱膨張係数）
　ＪＩＳ　Ｒ１６１８に準拠する方法で、ハニカム構造体から縦３セル×横３セル×長さ
２０ｍｍの試験片を切り出し、４０～８００℃のＡ軸方向（ハニカム構造体の流路に対し
て平行方向）の平均線熱膨張係数（熱膨張係数）を測定する。
【００９２】
（比熱容量）
　ハニカム構造体の外周壁から、直径５ｍｍ×厚さ１．０ｍｍの円盤状の測定試料を切り
出す。得られた測定試料を用いてＪＩＳ　Ｒ１６１１に準拠する方法で、室温における比
熱を測定する。更に、測定試料について、アルキメデス法で、見かけ密度を測定する。そ
して、得られた比熱の値と見かけ密度との積を比熱容量（Ｊ／（ｃｍ３・Ｋ））とする。
【００９３】
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【００９４】
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【００９５】
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【表３】

【００９６】
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（実施例２～１８、比較例１～５）
　各条件を表１～３に示すものとした以外は実施例１と同様にして多孔質材料（ハニカム
構造体）を作製した。実施例１の場合と同様にして、各評価を行った。結果を表１に示す
。尚、実施例１８においては、骨材として、炭化珪素（ＳｉＣ）ではなく、窒化珪素（Ｓ
ｉ３Ｎ４）を用いている。
【００９７】
　表１より、実施例１～１８の多孔質材料は、耐熱衝撃性に優れていることが分かる。ま
た、比較例１～５の多孔質材料は、耐熱衝撃性に劣ることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明の多孔質材料は、触媒担体用材料、ＤＰＦ用材料等として利用することができる
。そして、本発明のハニカム構造体は、触媒担体、ＤＰＦ等として利用することができる
。
【符号の説明】
【００９９】
１：骨材、２：強化粒子、３：結合材、４：細孔、５：複合結合材、１００：多孔質材料
。

【図１】
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